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社会福祉法人山口県共同募金会 理事、監事、評議員の選任に関する規程 
 
（目 的） 
第１条 この規程は、定款第５条及び第１６条第１項の規定に基づく評議員、理事及
び監事の選任に関する事項を定める。 

 
（理事の選任） 
第２条 定款第１６条第１項に規定する理事８名以上１２名以内は、社会福祉事業に
ついて熱意と理解を有し、かつ実際に法人運営の職責を果たし得る者で、次の各号
の中から定款第１７条第１項の規定に基づき、評議員会の決議によって選任し、会
長が委嘱する。 
①  共同募金委員会の代表者               ７名 
②  各種団体の代表者                 １名 
③  報道関係者                          １名 
④  学識経験者                         ３名 

２ 共同募金の配分を受ける個人又は団体の代表責任者は、この法人の理事になるこ
とができない。ただし、別の資格例えば共同募金会共同募金委員会の代表者等とし
て、共同募金会の役員又は評議員になることは、関係者に異存がなくかつ配分の公
正を欠くおそれのない限り差し支えない。 

 
（監事の選任） 
第３条 定款第１６条第１項に規定する監事２名は、法人の趣旨に理解を有する者
で、次の各号の中から定款第１７条第１項の規定に基づき、評議員会の決議によっ
て選任する。 

   ① 財務諸表等を監査し得る者          １名 
   ② 社会福祉事業について知識経験を有する者    １名 
２ 前条第２項の規定は、監事の選任においても準用する。 
 
（評議員の選任） 
第４条 定款第５条に規定する評議員２０名以上２９名以内は、次の各号の中から定
款第６条第１項の規定に基づき、評議員選任・解任委員会の選任を経て会長が委嘱
する。 
①  共同募金委員会の代表者               １２名 
②  各種団体の代表者                    ７名 
③  市長会・町村会の代表者                  １名 
④  自治会連合会の代表者              １名 
⑤  報道関係者                   ４名 
⑥  学識経験者                   ２名 
⑦  企業関係者                   １名 
⑧  学校関係者                   １名 

２ 第２条第２項の規定は、評議員の選任においても準用する。 
 

附 則 
この規程は、平成１１年５月２６日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成１６年９月１日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成１７年５月２６日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
この規程は、平成１９年５月２６日から施行する。ただし、第２条第１項の規定は、

平成１９年６月１３日から施行する。 
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   附 則 
この規程は、平成２０年９月４日から施行する。 

附 則 
この規程は、平成２２年５月２７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年３月２５日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


